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募　
　

集　

不
妊
に
悩
む
当
事
者
の
会

「

カ

モ

ミ

ー

ル

の

会

」

　

「
カ
モ
ミ
ー
ル
の
会
」
は
、
不

妊
で
悩
む
方
を
対
象
に
、
同
じ

悩
み
を
抱
え
る
人
が
集
い
、
意

見
・
情
報
交
換
を
行
う
お
し
ゃ

べ
り
中
心
の
会
で
す
。
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

平
成
17
年
３
月
12
日
㈯

10
時
〜
12
時
（
受
付
９
時
30
分

〜
）

場
所　

愛
媛
県
健
康
増
進
セ
ン

タ
ー　

松
山
市
末
広
町
１―

１

（
県
立
中
央
病
院
隣
）

内
容　

○ 

プ
レ
マ
タ
ニ
テ
ィ
ビ
ク
ス
（
妊

娠
し
や
す
い
体
づ
く
り
の
た

め
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
）

　

 【
講
師
】　

日
本
マ
タ
ニ
テ
ィ

ビ
ク
ス
協
会
ゴ
ー
ル
ド
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

鮫
島
洋
美

先
生

○
専
門
医
師
に
よ
る
Ｑ
＆
Ａ

○ 

参
加
者
同
士
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク

申
込
方
法　

専
用
ダ
イ
ヤ
ル

０
８
９―

９
９
８―

７
１
１
７

月
曜
〜
土
曜
の
13
時
〜
16
時
の

間
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

平
成
17
年
３
月
５

日
㈯

問
合
せ　

愛
媛
県
健
康
増
進
セ

ン
タ
ー
健
康
推
進
課　

健
康

支
援
係　

上
甲
・
吉
田　

☎

０
８
９―

９
４
５―

８
０
０
８

催　
　

し　

「

職

業

訓

練

ま

つ

り

」

　

宇
和
島
高
等
技
術
専
門
校
で

は
、
訓
練
成
果
の
開
示
す
る
こ

と
を
目
的
に
「
職
業
訓
練
ま
つ

り
」
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

日
時　

平
成
17
年
３
月
６
日
㈰

　
　
　

10
時
〜
14
時

場
所　

宇
和
島
市
柿
原
神
ノ
前

１
７
１
２　

宇
和
島
高
等
技
術

専
門
校
内

内
容　

①
木
工
科
実
習
作
品
展
示
即
売

　

和
洋
家
具
類
１
２
２
点

　
 （

価
格
が
１
万
円
以
下
の
小
物

に
つ
い
て
は
先
着
順
、
そ
の

他
の
大
物
に
つ
い
て
は
11
時

か
ら
の
抽
選
）

②
展
示
品　

　

木
工
組
み
手
・
継
ぎ
手
（
木
工
科
）

　

屋
内
配
線
回
路
（
電
気
工
事
科
）

　

メ
カ
ト
ロ
機
器
（
電
気
工
事
科
）

　

 

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
（
電
気
工

事
科
）

③
実
演

　

 

木
工
Ｎ
Ｃ
ル
ー
タ
ー
加
工
（
木
工

科
）

　

木
工
ろ
く
ろ
加
工
（
木
工
科
）

　

メ
カ
ト
ロ
機
器
（
電
気
工
事
科
）

④ 

電
気
工
事
科
に
よ
る
技
能
サ
ー

ビ
ス
（
延
長
コ
ー
ド
作
成
）

⑤ 

今
治
高
等
技
術
専
門
校
の
縫

製
品
お
よ
び
タ
オ
ル
の
即
売

そ　

の　

他

育

児
・

介

護

休

業

法

が

変

わ

り

ま

す
！

〜
平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
〜

　

育
児
や
介
護
を
行
う
労
働
者
が

仕
事
と
家
庭
を
よ
り
両
立
し
や
す

く
す
る
た
め
に
、
育
児
・
介
護
休

業
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

〈
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
〉

①
一
定
の
範
囲
の
期
間
雇
用
者

も
、
育
児
休
業
・
介
護
休
業
が

と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

②
子
が
１
歳
を
超
え
て
も
休
業

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の

場
合
に
は
、
子
が
１
歳
６
カ
月

に
達
す
る
ま
で
育
児
休
業
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

③
対
象
家
族
１
人
に
つ
き
、
常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に

至
る
ご
と
に
１
回
の
介
護
休
業

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

期
間
は
通
算
し
て
（
の
べ
）
93

日
ま
で
。

④
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
は
、
１
年
に
５
日

ま
で
、
病
気
・
け
が
を
し
た
子

の
看
護
の
た
め
に
休
暇
を
取
得

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

〈
育
児
・
介
護
休
業
法
豆
知
識
〉

○
育
児
・
介
護
休
業
法
の
規
定

は
、
企
業
や
事
業
所
の
規
模
を

問
わ
ず
適
用
さ
れ
ま
す
。

○
育
児
・
介
護
休
業
法
の
規
定

は
、
労
働
者
の
性
別
を
問
わ
ず

適
用
さ
れ
ま
す
。（
男
性
労
働
者

も
育
児
・
介
護
休
業
が
と
れ
ま

す
）

○
事
業
主
は
、
業
務
の
繁
忙
な

ど
を
理
由
に
育
児
休
業
・
介
護

休
業
等
の
取
得
を
拒
む
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

愛
媛
県
労
働
局
雇
用

均
等
室
〒
７
９
０―

０
８
１
１

松
山
市
本
町
２―

１―

７　

松
山
東
京
海
上
日
動
ビ
ル
３

Ｆ　

☎
０
８
９―

９
３
５―

５
２
２
２

平成17年10月頃、宇和島テレビ中継局の
チャンネル変更が予定されています。

　このチャンネル変更に伴う対策を行うための受信状況調査を下記のとおり
行いますのでお知らせします。

記
調査時期（予定）　平成17年２月下旬～５月上旬

調査地域（予定）
鬼北町の一部地域（出目地区、内深田地区、興野々地区、川上地区、北川地区、
清延地区、国遠地区、沢松地区、芝地区、近永地区、永野市地区、中野川地区、
奈良地区、西仲地区、東仲地区、吉波地区）において調査を行う予定です。

調査方法
　愛媛地域受信対策センターの調査員が対象地域を巡回し、テレビの受信ア
ンテナの向き等により、ご覧になっている中継局を確認します。
【ご注意】　調査員は調査員証と腕章を必ず着用しています。なお、この調査
では、物品を販売しようとしたり、工事をして料金を請求したりすることは
ありませんので、不審に思われるときは、センター、最寄りの警察署または
交番等にご連絡ください。

その他
　中継局のチャンネル変更に伴いテレビ受像機やビデオのチャンネル再設定
等の工事が必要となります。このチャンネル変更は国の施策として行われま
すので、一般世帯での費用負担はありません。調査の結果、工事が必要な世
帯には、後日、「愛媛地域受信対策センター」から手続き等についてご連絡
を差し上げます。

問い合わせ先　愛媛地域受信対策センター（社団法人電波産業会）
コールセンター：０１２０－１７１－５４６（フリーダイヤル）

　　　　０１２０－１９１－５４６（ＦＡＸ）
電話：０８９－９８６－８３００（携帯、ＰＨＳ、公衆電話用）　　

　　　　　　《受付時間》平日９：00 ～ 21：00　土日９：00 ～ 18：00　
総務省四国総合通信局　放送課
電話：０８９－９３６－５０８０

年10月頃、宇和島テレビ中継局の

テレビ受信状況調査について
総務省からの
お知らせ


